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国

税

庁

は

８

月

�

日

、

令

和

７

年

分

年

末

調

整

の

し

か

た

を

公

表

し

た

。

６

年

分

と

変

わ

っ

た

点

と

し

て

、

７

年

度

税

制

改

正

で

所

得

税

の

基

礎

控

除

等

の

見

直

し

な

ど

が

行

わ

れ

、

こ

れ

ら

改

正

が

原

則

７

年

�

月

１

日

に

施

行

さ

れ

て

７

年

分

以

後

の

所

得

税

に

適

用

さ

れ

る

た

め

、

７

年

�

月

に

行

う

年

末

調

整

な

ど

�

月

以

後

の

源

泉

徴

収

事

務

に

変

更

が

生

じ

る

こ

と

な

ど

を

挙

げ

て

い

る

。

ま

た

、

７

年

分

の

年

末

調

整

か

ら

「

調

書

方

式

」

に

対

応

し

た

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

を

受

け

る

人

が

出

始

め

る

。

調

書

方

式

の

場

合

、

給

与

支

払

者

が

提

出

を

受

け

る

「

給

与

所

得

者

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

申

告

書

兼

年

末

調

整

の

た

め

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

証

明

書

」

に

「

住

宅

取

得

資

金

に

係

る

借

入

金

の

年

末

残

高

等

証

明

書

」

の

添

付

が

不

要

と

な

る

の

で

注

意

が

必

要

だ

。

主 な 記 事

各府省庁の８年度税制改正要望 ２面

国税庁の８年度予算概算要求等 ３面

特例承継計画の提出が過去最少 ３面

地方税の税源偏在に是正の声 ４面

　８月７日に行われた令和７年の人事院

勧告で７年４月１日以降の措置内容とし

て、公務における自動車等の交通用具使

用者に対する通勤手当の額の引上げが勧

告された。自動車等で通勤している人の

通勤手当の非課税限度額は同手当の額を

ベースに定められている（８月�日号１

面参照）。人事院勧告を受けて、国税庁

は今後、通勤手当に係る所得税の非課税

限度額の改正が行われる場合は、年末調

整での対応が必要になることがあるとす

る情報を公表した。

　前回、人事院勧告に基づいて自動車等

の交通用具使用者に対する通勤手当の額

の引上げが行われた平成�年を参考にす

ると、�年�月�日に所得税法施行令の

一部を改正する政令が公布され、通勤の

ため自動車等の交通用具を使用している

給与所得者に支給する通勤手当の非課税

限度額が引き上げられた。この改正は�

年�月�日に施行され、�年４月１日以

後に支払われるべき通勤手当（同日前に

支払われるべき通勤手当の差額として追

加支給するものを除く）に遡及して適用

された。

　このとき、すでに支払われた通勤手当

は改正前の非課税規定を適用して所得税

等の源泉徴収が行われていたが、改正後

の非課税規定を適用した場合に過納とな

る税額は、同年の年末調整の際に精算し

た。

　国税庁の情報は、今回も同様の対応が

必要になる可能性を示唆している。同庁

は年末調整を行う前には、同庁ホームペ

ージで最新情報を必ず確認するよう求め

ている。

　

経

済

産

業

省

の

令

和

８

年

度

税

制

改

正

要

望

に

は

、

中

小

企

業

に

よ

る

研

究

開

発

投

資

拡

大

に

向

け

た

固

定

資

産

税

の

特

例

措

置

の

創

設

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

（

９

月

１

日

号

１

面

参

照

）

。

総

務

省

等

で

公

表

さ

れ

て

い

る

要

望

書

に

よ

る

と

、

同

措

置

は

、

研

究

開

発

に

係

る

機

械

装

置

等

の

設

備

投

資

を

行

っ

た

中

小

企

業

に

つ

い

て

、

①

試

作

品

開

発

の

用

に

直

接

供

さ

れ

る

資

産

を

取

得

し

た

場

合

、

５

年

間

、

固

定

資

産

税

を

全

額

免

除

す

る

、

②

量

産

技

術

開

発

ま

た

は

新

製

品

開

発

の

用

に

直

接

供

さ

れ

る

資

産

を

取

得

し

た

場

合

、

３

年

間

、

固

定

資

産

税

を

全

額

免

除

す

る

と

し

て

い

る

。

適

用

期

間

は

８

年

４

月

１

日

か

ら

�

年

３

月

�

日

ま

で

の

２

年

間

と

な

っ

て

い

る

。

　

中

小

企

業

の

研

究

開

発

の

促

進

の

た

め

に

は

、

税

制

措

置

に

よ

り

、

分

野

、

業

種

、

規

模

、

時

期

等

に

縛

ら

れ

な

い

幅

広

い

継

続

的

な

研

究

開

発

投

資

へ

の

支

援

が

必

要

で

あ

り

、

赤

字

企

業

等

に

と

っ

て

法

人

税

の

控

除

に

よ

る

研

究

開

発

投

資

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

効

果

は

限

定

的

で

あ

る

た

め

、

赤

字

企

業

を

含

め

た

す

べ

て

の

企

業

の

負

担

と

な

る

固

定

資

産

税

の

減

免

が

有

効

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

同

措

置

の

制

度

設

計

等

と

し

て

、

研

究

開

発

に

か

か

る

設

備

等

（

機

械

装

置

、

測

定

工

具

・

検

査

工

具

、

器

具

備

品

、

建

物

、

建

物

附

属

設

備

）

を

取

得

す

る

場

合

に

適

用

を

可

能

と

す

る

一

方

、

取

得

価

額

要

件

（

一

定

金

額

以

上

の

設

備

投

資

を

対

象

）

を

設

定

す

る

こ

と

な

ど

に

よ

り

、

研

究

開

発

に

効

果

の

あ

る

設

備

投

資

に

限

定

す

る

と

し

て

い

る

。

　

７

年

度

税

制

改

正

で

は

所

得

税

の

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

と

基

礎

控

除

の

最

高

額

を

各

�

万

円

引

き

上

げ

た

う

え

で

、

基

礎

控

除

を

上

乗

せ

特

例

に

よ

り

一

定

の

中

所

得

者

層

ま

で

収

入

等

に

応

じ

て

５

～

�

万

円

上

乗

せ

す

る

こ

と

と

し

た

。

特

定

親

族

特

別

控

除

の

創

設

や

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件

の

改

正

も

行

わ

れ

て

い

る

。

　

こ

れ

ら

を

７

年

�

月

に

行

う

年

末

調

整

な

ど

�

月

以

後

の

源

泉

徴

収

事

務

で

反

映

さ

せ

る

に

当

た

り

、

年

末

調

整

の

し

か

た

で

は

留

意

事

項

と

し

て

、

①

給

与

の

支

払

を

受

け

る

人

に

、

改

正

で

新

た

に

扶

養

控

除

等

の

対

象

と

な

っ

た

親

族

等

が

い

な

い

か

確

認

し

、

新

た

に

扶

養

控

除

等

の

対

象

と

な

っ

た

親

族

等

が

い

る

場

合

は

「

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

（

異

動

）

申

告

書

」

の

提

出

を

受

け

る

、

②

特

定

親

族

特

別

控

除

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

給

与

の

支

払

を

受

け

る

人

か

ら

「

給

与

所

得

者

の

特

定

親

族

特

別

控

除

申

告

書

」

の

提

出

を

受

け

る

、

③

改

正

後

の

基

礎

控

除

額

や

給

与

所

得

控

除

額

等

に

基

づ

く

年

末

調

整

の

計

算

す

る

―

―

こ

と

を

そ

れ

ぞ

れ

求

め

て

い

る

。

　

給

与

支

払

者

は

①

や

②

の

申

告

書

の

提

出

に

際

し

、

給

与

の

支

払

を

受

け

る

人

が

申

告

を

忘

れ

な

い

よ

う

に

適

切

な

周

知

が

必

要

と

な

る

。

③

で

は

、

基

礎

控

除

額

等

の

ほ

か

、

年

末

調

整

等

の

た

め

の

給

与

所

得

控

除

後

の

給

与

等

の

金

額

の

表

（

年

末

調

整

の

し

か

た

に

収

録

）

が

改

正

さ

れ

て

い

る

の

で

、

改

正

後

の

基

礎

控

除

額

等

や

同

金

額

の

表

に

基

づ

き

、

年

末

調

整

の

計

算

を

行

う

。

　

な

お

、

６

年

９

月

か

ら

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

「

令

和

７

年

分

給

与

所

得

に

対

す

る

源

泉

徴

収

簿

」

右

側

の

「

年

末

調

整

」

欄

は

、

特

定

親

族

特

別

控

除

の

適

用

が

あ

る

場

合

の

計

算

に

対

応

し

て

い

な

い

。

こ

の

た

め

、

特

定

親

族

特

別

控

除

の

適

用

が

あ

る

場

合

で

、

同

源

泉

徴

収

簿

を

使

用

す

る

と

き

は

、

余

白

部

分

に

特

定

親

族

特

別

控

除

額

の

記

載

欄

を

設

け

る

な

ど

し

て

年

末

調

整

の

計

算

を

行

う

必

要

が

あ

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ ９ ８

第３６６５号
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東

京

都

�

区

内

の

火

葬

場

の

シ

ェ

ア

を

７

割

占

め

る

中

国

資

本

傘

下

の

火

葬

場

運

営

会

社

が

、

低

料

金

で

葬

儀

を

行

え

る

「

特

別

区

区

民

葬

儀

」

の

取

扱

い

終

了

を

発

表

し

、

物

議

を

醸

し

て

い

る

。

発

表

後

、

Ｓ

Ｎ

Ｓ

上

で

「

区

民

葬

」

が

ト

レ

ン

ド

ワ

ー

ド

入

り

し

た

。

区

民

葬

は

、

�

区

の

在

住

者

で

あ

れ

ば

所

得

制

限

な

く

利

用

で

き

る

★

そ

の

火

葬

料

金

は

大

人

５

万

９

６

０

０

円

だ

が

、

取

扱

い

終

了

で

２

万

７

４

０

０

円

割

高

に

な

る

と

い

う

。

な

お

、

自

治

体

の

公

営

火

葬

場

は

、

住

民

で

あ

れ

ば

無

料

～

５

万

円

が

相

場

だ

。

極

め

て

公

共

性

が

高

い

イ

ン

フ

ラ

で

あ

る

が

ゆ

え

に

、

火

葬

料

は

非

課

税

と

な

っ

て

い

る

★

外

資

系

企

業

の

利

益

追

求

の

対

象

と

な

り

、

価

格

の

安

定

と

透

明

性

が

確

保

で

き

て

い

な

い

こ

の

現

状

を

早

急

に

改

善

す

べ

き

だ

。

今

後

も

イ

ン

フ

ラ

的

要

素

が

高

い

業

種

で

あ

れ

ば

同

様

の

事

態

が

考

え

ら

れ

、

外

資

の

参

入

規

制

等

の

対

応

が

必

要

で

あ

ろ

う

。

（

Ａ

）

　

各

府

省

庁

の

令

和

８

年

度

税

制

改

正

要

望

が

出

そ

ろ

っ

た

。

財

務

省

と

総

務

省

は

２

日

、

各

府

省

庁

か

ら

の

要

望

事

項

を

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

開

し

た

。

金

融

庁

は

、

暗

号

資

産

に

つ

い

て

、

分

離

課

税

の

導

入

を

含

め

た

暗

号

資

産

取

引

等

に

係

る

課

税

の

見

直

し

な

ど

を

求

め

た

。

厚

生

労

働

省

は

、

企

業

年

金

等

の

積

立

金

に

対

す

る

特

別

法

人

税

の

撤

廃

ま

た

は

課

税

停

止

措

置

の

延

長

な

ど

を

要

望

。

文

部

科

学

省

は

、

地

元

企

業

の

地

域

学

校

協

働

活

動

へ

の

参

画

促

進

に

向

け

た

法

人

税

の

税

額

控

除

の

創

設

な

ど

を

求

め

た

。

こ

こ

で

は

、

先

週

号

に

掲

載

し

た

経

済

産

業

省

と

国

土

交

通

省

以

外

の

主

な

改

正

要

望

を

紹

介

す

る

。

　

暗

号

資

産

に

つ

い

て

、

取

引

に

係

る

必

要

な

法

整

備

と

あ

わ

せ

て

、

分

離

課

税

の

導

入

を

含

め

た

暗

号

資

産

取

引

等

に

係

る

課

税

の

見

直

し

を

求

め

た

。

金

融

庁

は

令

和

７

年

度

税

制

改

正

要

望

で

も

暗

号

資

産

に

係

る

課

税

上

の

取

扱

い

を

検

討

す

る

よ

う

求

め

て

い

た

が

、

８

年

度

要

望

で

は

一

歩

踏

み

込

み

、

「

分

離

課

税

の

導

入

」

に

言

及

し

た

。

あ

わ

せ

て

、

諸

外

国

の

動

向

を

踏

ま

え

、

暗

号

資

産

Ｅ

Ｔ

Ｆ

の

組

成

を

可

能

と

す

る

た

め

の

検

討

を

税

制

面

を

含

め

て

行

う

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

現

在

、

有

価

証

券

取

引

等

か

ら

生

じ

る

所

得

は

基

本

的

に

分

離

課

税

が

適

用

さ

れ

る

も

の

の

、

暗

号

資

産

取

引

か

ら

生

じ

る

所

得

は

総

合

課

税

の

対

象

と

さ

れ

て

い

る

。

国

内

外

の

投

資

家

に

よ

る

暗

号

資

産

投

資

が

増

加

傾

向

に

あ

る

中

で

、

７

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

翌

年

度

以

降

の

検

討

事

項

と

し

て

、

投

資

家

保

護

の

た

め

に

必

要

な

法

整

備

を

行

う

こ

と

等

と

あ

わ

せ

て

、

暗

号

資

産

取

引

に

係

る

課

税

の

見

直

し

を

検

討

す

る

こ

と

が

盛

り

込

ま

れ

た

。

　

こ

れ

を

受

け

て

、

金

融

庁

は

金

融

審

議

会

に

暗

号

資

産

制

度

に

関

す

る

ワ

ー

キ

ン

グ

グ

ル

ー

プ

を

設

置

す

る

な

ど

し

て

投

資

家

保

護

の

た

め

に

必

要

な

法

整

備

の

あ

り

方

の

検

討

な

ど

も

行

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

現

在

は

�

歳

以

上

を

対

象

に

し

て

い

る

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

（

成

長

投

資

枠

、

つ

み

た

て

投

資

枠

）

に

つ

い

て

、

①

子

ど

も

支

援

の

一

環

と

し

て

の

つ

み

た

て

投

資

枠

に

お

け

る

対

象

年

齢

等

の

見

直

し

を

求

め

る

と

と

も

に

、

②

さ

ま

ざ

ま

な

資

産

運

用

ニ

ー

ズ

に

応

え

る

た

め

の

対

象

商

品

の

拡

充

等

、

③

投

資

商

品

の

入

替

え

を

し

や

す

く

す

る

た

め

の

非

課

税

保

有

限

度

額

の

当

年

中

の

復

活

を

要

望

。

　

こ

の

ほ

か

、

７

年

度

税

制

改

正

で

１

年

限

り

の

措

置

と

し

て

認

め

ら

れ

た

生

命

保

険

料

控

除

制

度

の

拡

充

措

置

（

�

歳

ま

で

の

扶

養

親

族

を

有

す

る

場

合

、

原

則

４

万

円

の

一

般

生

命

保

険

料

に

係

る

所

得

控

除

に

２

万

円

上

乗

せ

）

を

恒

久

化

す

る

こ

と

な

ど

を

求

め

て

い

る

。

　

米

の

生

産

性

の

向

上

等

に

向

け

た

取

組

み

を

支

え

る

た

め

の

方

策

の

検

討

を

求

め

た

。

　

日

本

の

農

地

は

現

在

、

人

口

１

億

２

０

０

０

万

人

分

の

需

要

全

体

を

補

う

た

め

に

必

要

な

面

積

の

３

分

の

１

程

度

し

か

な

く

、

さ

ら

に

農

業

者

の

急

速

な

減

少

や

高

齢

化

が

見

込

ま

れ

る

中

で

、

米

を

含

め

て

食

料

自

給

力

を

確

保

す

る

こ

と

が

喫

緊

の

課

題

と

な

っ

て

い

る

。

そ

こ

で

、

食

料

自

給

力

を

確

保

す

る

観

点

か

ら

、

生

産

者

等

が

生

産

性

の

向

上

等

に

取

り

組

み

や

す

く

な

る

よ

う

な

環

境

整

備

と

し

て

、

生

産

性

の

向

上

等

の

取

組

み

に

対

す

る

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

と

し

た

税

制

上

の

特

例

を

設

け

る

こ

と

を

検

討

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

地

元

企

業

の

地

域

学

校

協

働

活

動

へ

の

参

画

促

進

に

向

け

た

法

人

税

の

税

額

控

除

の

創

設

を

要

望

し

た

。

地

元

の

学

校

に

お

け

る

教

育

活

動

へ

参

画

し

、

地

域

人

材

の

育

成

、

学

校

運

営

上

の

課

題

解

決

等

に

貢

献

す

る

地

元

企

業

に

つ

い

て

、

当

該

企

業

が

支

出

し

た

貢

献

に

係

る

費

用

の

一

定

割

合

を

、

当

該

企

業

の

法

人

税

額

か

ら

控

除

す

る

と

し

た

。

　

学

校

法

人

に

係

る

指

定

寄

附

金

制

度

の

充

実

及

び

手

続

の

簡

素

化

も

求

め

た

。

学

校

法

人

の

う

ち

、

企

業

等

の

法

人

寄

附

の

実

績

が

一

定

以

上

の

も

の

で

あ

っ

て

、

寄

附

金

募

集

に

係

る

手

続

や

寄

附

金

の

使

途

等

に

つ

い

て

の

公

共

性

・

透

明

性

等

を

担

保

す

る

た

め

の

要

件

を

満

た

す

も

の

へ

の

法

人

寄

附

に

つ

い

て

、

新

た

に

指

定

寄

附

金

と

し

て

全

額

損

金

算

入

の

対

象

と

な

る

よ

う

、

指

定

対

象

の

拡

大

を

図

る

と

し

た

。

日

本

私

立

学

校

振

興

・

共

済

事

業

団

を

経

由

し

た

受

配

者

指

定

寄

附

金

の

配

付

等

の

手

続

に

あ

た

り

、

一

定

の

要

件

を

満

た

す

寄

附

金

に

つ

い

て

は

、

寄

附

金

の

配

付

手

続

を

不

要

と

す

る

な

ど

、

手

続

を

簡

素

化

す

る

と

し

た

。

　

教

育

資

金

の

一

括

贈

与

を

受

け

た

場

合

の

贈

与

税

の

非

課

税

措

置

に

つ

い

て

は

、

適

用

期

限

の

３

年

間

延

長

を

要

望

し

た

。

　

地

方

拠

点

強

化

税

制

に

つ

い

て

、

適

用

期

限

の

２

年

間

延

長

と

拡

充

を

要

望

し

た

。

具

体

的

に

は

、

オ

フ

ィ

ス

減

税

に

お

け

る

税

額

控

除

率

等

の

引

上

げ

、

対

象

施

設

に

中

古

物

件

の

購

入

・

改

修

を

追

加

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

自

治

体

独

自

の

企

業

誘

致

関

連

施

策

を

調

査

・

可

視

化

し

、

地

方

移

転

を

検

討

す

る

企

業

等

の

利

便

性

向

上

と

と

も

に

、

国

施

策

と

の

連

携

強

化

や

自

治

体

間

で

の

支

援

の

好

事

例

の

普

遍

化

を

促

す

と

し

て

い

る

。

　

企

業

版

の

ふ

る

さ

と

納

税

で

は

、

令

和

６

年

�

月

に

寄

附

活

用

事

業

に

お

い

て

、

契

約

手

続

の

公

正

性

等

に

問

題

が

あ

る

と

し

て

、

福

島

県

国

見

町

の

地

域

再

生

計

画

の

認

定

を

取

り

消

し

た

事

案

や

、

実

態

調

査

の

結

果

を

踏

ま

え

、

制

度

改

善

策

を

実

施

し

て

い

る

と

こ

ろ

、

さ

ら

な

る

適

正

化

等

が

必

要

と

し

て

、

税

制

上

の

所

要

の

措

置

を

求

め

た

。

　

企

業

年

金

等

の

積

立

金

に

対

す

る

特

別

法

人

税

の

撤

廃

ま

た

は

課

税

停

止

措

置

の

延

長

を

要

望

し

た

。

　

企

業

年

金

等

の

積

立

金

に

課

税

さ

れ

る

特

別

法

人

税

は

、

金

融

市

場

の

状

況

、

企

業

年

金

の

財

政

状

況

等

に

鑑

み

、

平

成

�

年

４

月

１

日

よ

り

課

税

凍

結

中

だ

が

、

令

和

８

年

３

月

�

日

が

凍

結

期

限

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

た

め

、

積

立

金

に

対

す

る

特

別

法

人

税

を

撤

廃

、

も

し

く

は

撤

廃

に

至

ら

な

い

場

合

は

、

課

税

停

止

措

置

の

３

年

延

長

を

求

め

た

。

　

仮

に

企

業

年

金

等

に

特

別

法

人

税

が

課

税

さ

れ

た

場

合

、

あ

ら

か

じ

め

備

え

る

積

立

金

が

減

少

し

て

積

立

状

況

の

悪

化

に

つ

な

が

り

、

制

度

の

持

続

性

・

健

全

性

が

著

し

く

損

な

わ

れ

、

ま

た

、

特

別

法

人

税

は

運

用

結

果

が

赤

字

の

場

合

に

も

課

税

さ

れ

る

こ

と

か

ら

、

年

金

資

産

の

運

用

に

著

し

い

影

響

が

あ

り

、

企

業

年

金

等

の

普

及

の

大

き

な

阻

害

要

因

と

な

る

と

、

同

省

は

説

明

し

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

医

師

偏

在

対

策

と

し

て

、

将

来

に

わ

た

り

地

域

で

必

要

な

医

療

提

供

体

制

を

確

保

す

る

た

め

、

重

点

医

師

偏

在

対

策

支

援

区

域

に

お

い

て

承

継

・

開

業

す

る

診

療

所

に

対

し

、

①

登

録

免

許

税

軽

減

措

置

、

②

一

定

期

間

の

固

定

資

産

税

・

都

市

計

画

税

軽

減

措

置

、

③

不

動

産

取

得

税

軽

減

措

置

を

行

う

こ

と

を

新

規

要

望

し

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　国税庁は２日から３日にかけて、東京都

千代田区の同庁会議室で、「令和７年度霞

が関女子学生体験プログラム」を開催した。

　これは、主催の内閣人事局が各府省庁と

連携し、学生の学習意欲の喚起、職業意識

の育成及び国の行政についての理解の増進

を図るため、国の行政に関心を持つ大学の

女子学生を実習生として受け入れ、実施し

ているもの。公務の世界に興味のある女子

学生に参加を募り、全体で約４８０人を受け

入れる予定となっている。

　当日は、同庁の業務に関心を持つ女子学

生約�人が参加。初日は、同庁総合職に関

する業務説明などが実施され、２日目は国

税専門官の業務内容の説明のほか、税務調

査や滞納処分の模擬体験＝写真、女性職員

との懇談会などを行った。

　終了後、参加した東京経済大学３年の稲

垣春花さんは、「身近でなくイメージのつ

きにくい仕事と思っていたが、女性職員の

方の話も聞けて不安が解消された。モチベ

ーションが上がった」と話していた。

　同庁は、「女性が安心して長く働けるよ

う、子育てと仕事の両立支援などワークラ

イフバランスの充実に取り組んでいる。今

後、各国税局でも職場体験のイベントを開

催することとしているため、幅広い学生の

方に参加していただき、国税の職場の魅力

を知ってもらいたい」としている。

　

国

税

庁

は

８

月

�

日

、

令

和

８

年

度

の

予

算

概

算

要

求

と

定

員

・

機

構

要

求

を

公

表

し

た

。

８

年

度

予

算

概

算

要

求

額

は

、

７

年

度

当

初

予

算

額

比

０

・

３

％

減

の

６

３

４

０

億

３

０

０

０

万

円

と

な

っ

て

い

る

。

他

方

、

機

構

要

求

で

は

、

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

の

所

得

合

算

ル

ー

ル

へ

の

対

応

と

し

て

東

京

局

調

査

第

一

部

に

「

国

際

機

動

課

」

の

新

設

の

ほ

か

、

国

家

公

務

員

の

定

年

引

上

げ

に

伴

う

最

適

な

職

場

環

境

の

整

備

と

し

て

同

庁

に

「

監

督

評

価

事

務

専

門

官

」

（

仮

称

）

と

「

監

察

事

務

専

門

官

」

（

仮

称

）

の

新

設

な

ど

を

求

め

た

。

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

要

望

で

、

経

済

産

業

省

は

事

業

承

継

税

制

の

特

例

措

置

に

つ

い

て

、

適

用

期

限

が

到

来

す

る

ま

で

の

間

、

税

制

を

最

大

限

活

用

で

き

る

よ

う

に

承

継

計

画

の

申

請

期

限

の

延

長

を

行

う

こ

と

な

ど

を

求

め

た

（

９

月

１

日

号

１

面

参

照

）

。

法

人

版

事

業

承

継

税

制

の

特

例

措

置

の

場

合

、

９

年

�

月

�

日

ま

で

に

贈

与

・

相

続

に

よ

り

会

社

の

株

式

を

取

得

し

た

経

営

者

が

対

象

と

な

る

が

、

特

例

適

用

の

前

提

と

な

る

特

例

承

継

計

画

の

提

出

は

８

年

３

月

�

日

ま

で

し

か

で

き

な

い

。

こ

の

た

め

、

特

例

の

適

用

期

限

は

変

更

し

な

い

も

の

の

、

特

例

承

継

計

画

の

提

出

期

限

は

再

度

の

延

長

を

目

指

す

。

　

法

人

版

事

業

承

継

税

制

の

特

例

承

継

計

画

の

提

出

期

限

は

４

年

度

税

制

改

正

（

１

年

）

、

６

年

度

税

制

改

正

（

２

年

）

と

過

去

２

度

の

税

制

改

正

で

合

計

３

年

延

長

さ

れ

て

い

る

。

今

回

、

延

長

さ

れ

る

こ

と

に

な

れ

ば

３

度

目

と

な

る

。

同

省

は

同

延

長

と

同

時

に

、

今

後

の

事

業

承

継

の

あ

り

方

に

つ

い

て

の

検

討

も

求

め

た

。

今

後

の

事

業

承

継

の

あ

り

方

に

関

し

て

は

、

同

省

の

外

局

で

あ

る

中

小

企

業

庁

が

「

中

小

企

業

の

親

族

内

承

継

に

関

す

る

検

討

会

」

を

設

置

し

て

検

討

を

行

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

同

省

は

税

制

改

正

要

望

の

中

で

６

年

度

の

特

例

承

継

計

画

の

提

出

件

数

が

前

年

度

比

�

・

８

％

減

の

１

６

７

１

件

だ

っ

た

と

明

ら

か

に

し

た

。

前

年

度

の

５

年

度

が

６

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

特

例

承

継

計

画

の

提

出

期

限

の

延

長

が

決

ま

る

前

だ

っ

た

こ

と

で

、

提

出

件

数

が

駆

け

込

み

需

要

で

大

幅

に

増

え

た

こ

と

に

よ

り

、

そ

の

反

動

で

減

っ

た

と

し

て

い

る

。

６

年

度

の

提

出

件

数

は

コ

ロ

ナ

禍

に

突

入

し

、

平

成

�

年

の

特

例

創

設

後

に

同

提

出

件

数

が

最

も

低

か

っ

た

令

和

３

年

度

の

２

６

６

１

件

も

大

き

く

下

回

り

、

過

去

最

少

だ

っ

た

。

　

な

お

、

平

成

�

年

か

ら

令

和

５

年

ま

で

の

特

例

の

利

用

件

数

（

相

続

税

と

贈

与

税

の

納

税

猶

予

の

合

計

）

は

最

少

が

９

９

７

件

、

最

多

が

１

３

３

５

件

で

、

お

お

む

ね

１

２

０

０

件

で

推

移

し

て

い

る

。

　

８

年

度

の

要

求

額

全

体

の

約

９

割

を

占

め

る

人

件

費

は

、

定

年

引

上

げ

に

よ

り

退

職

手

当

が

�

億

５

０

０

０

万

円

減

額

し

た

こ

と

な

ど

か

ら

７

年

度

当

初

予

算

額

比

１

・

４

％

減

（

�

億

円

減

）

の

５

４

８

６

億

円

、

一

般

経

費

は

、

同

７

・

６

％

増

（

�

億

円

増

）

の

８

５

４

億

円

だ

っ

た

。

　

一

般

経

費

の

内

訳

を

見

る

と

、

「

納

税

者

利

便

向

上

経

費

」

は

、

同

１

・

５

％

増

の

�

億

５

２

０

０

万

円

を

要

求

。

こ

の

う

ち

、

�

億

円

が

電

話

相

談

セ

ン

タ

ー

の

運

営

経

費

と

な

っ

て

い

る

。

「

庁

局

署

一

般

経

費

」

は

、

同

５

・

３

％

増

の

６

３

０

億

５

３

０

０

万

円

で

、

東

京

・

小

石

川

署

の

新

合

同

庁

舎

へ

の

移

転

関

係

経

費

１

０

０

０

万

円

も

含

ま

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

「

酒

類

業

振

興

事

業

経

費

」

は

、

日

本

産

酒

類

の

輸

出

促

進

等

を

中

心

に

同

�

・

５

％

増

の

�

億

８

８

０

０

万

円

を

要

求

。

内

訳

は

、

「

酒

類

事

業

者

向

け

補

助

金

」

が

前

年

度

の

２

倍

の

�

億

円

、

「

輸

出

促

進

等

に

よ

る

酒

類

業

振

興

関

係

」

が

同

�

・

１

％

増

の

�

億

９

０

０

０

万

円

と

な

っ

て

い

る

。

こ

の

ほ

か

、

先

の

見

通

し

が

不

透

明

で

経

費

の

見

積

も

り

が

難

し

い

米

国

関

税

措

置

へ

の

対

応

強

化

及

び

酒

米

の

不

足

や

価

格

高

騰

に

対

応

し

た

酒

蔵

支

援

強

化

に

必

要

な

経

費

に

つ

い

て

は

、

要

求

額

を

示

さ

な

い

事

項

要

求

を

し

た

。

　

他

方

、

８

年

度

の

定

員

要

求

で

は

、

「

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

」

「

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

円

滑

な

実

施

へ

の

対

応

等

」

の

観

点

か

ら

、

６

８

２

人

の

増

員

要

求

を

行

っ

た

。

こ

の

主

な

内

訳

は

、

「

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

」

が

１

７

８

人

、

「

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

円

滑

な

導

入

へ

の

対

応

等

」

が

１

９

０

人

と

な

っ

て

い

る

。

一

方

、

８

年

度

の

同

庁

の

定

員

合

理

化

目

標

数

は

５

５

２

人

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

こ

の

結

果

、

８

年

度

定

員

の

純

増

要

求

数

は

１

３

０

人

と

な

っ

た

。

　

機

構

要

求

で

は

、

８

年

９

月

�

日

に

最

初

の

申

告

期

限

を

迎

え

る

「

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

の

所

得

合

算

ル

ー

ル

（

Ｉ

Ｉ

Ｒ

：

Ｉ

ｎ

ｃ

ｏ

ｍ

ｅ

Ｉ

ｎ

ｃ

ｌ

ｕ

ｓ

ｉ

ｏ

ｎ

Ｒ

ｕ

ｌ

ｅ

）

」

へ

の

対

応

と

し

て

、

東

京

局

調

査

第

一

部

に

国

際

機

動

課

（

仮

称

）

の

新

設

を

要

求

。

�

人

か

ら

�

人

の

人

員

の

配

置

を

想

定

し

、

申

告

審

理

や

行

政

指

導

の

ほ

か

、

地

方

局

の

支

援

も

行

う

方

針

だ

。

ま

た

、

調

査

（

第

一

）

部

に

「

国

際

税

務

専

門

官

」

９

人

（

東

京

局

７

人

、

名

古

屋

局

１

人

、

大

阪

局

１

人

）

と

「

国

際

調

査

審

理

官

」

１

人

（

東

京

局

）

の

増

員

を

求

め

た

。

「

経

済

社

会

の

デ

ジ

タ

ル

化

・

グ

ロ

ー

バ

ル

化

に

伴

う

調

査

・

徴

収

事

案

の

複

雑

・

困

難

化

へ

の

対

応

」

で

は

、

大

阪

局

調

査

第

一

部

に

国

際

監

理

官

の

増

設

を

前

年

に

引

き

続

き

要

求

。

ま

た

、

東

京

局

課

税

第

一

部

に

統

括

国

税

実

査

官

２

人

、

同

局

同

部

統

括

国

税

実

査

官

に

情

報

技

術

専

門

官

９

人

と

審

理

専

門

官

１

人

の

増

員

を

求

め

た

。

　

さ

ら

な

る

「

酒

類

業

振

興

の

た

め

の

体

制

整

備

」

で

は

、

同

庁

課

税

部

酒

税

課

に

「

酒

類

企

画

官

」

（

仮

称

）

の

新

設

を

要

求

。

日

本

産

酒

類

の

海

外

拡

大

に

向

け

た

対

外

的

な

調

整

に

臨

む

際

の

格

を

高

め

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

い

る

。

「

業

務

セ

ン

タ

ー

室

拡

充

へ

の

対

応

」

と

し

て

は

、

都

市

局

で

あ

る

東

京

局

、

関

信

局

、

名

古

屋

局

、

大

阪

局

の

総

務

部

に

、

セ

ン

タ

ー

室

の

ト

ッ

プ

と

し

て

特

別

国

税

管

理

官

（

仮

称

）

の

新

設

を

要

求

し

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

「

定

年

引

上

げ

に

伴

う

最

適

な

職

場

環

境

の

整

備

」

と

し

て

、

同

庁

か

ら

国

税

局

に

派

遣

す

る

「

監

督

評

価

事

務

専

門

官

」

（

仮

称

）

と

「

監

察

事

務

専

門

官

」

（

仮

称

）

の

新

設

を

要

求

。

い

ず

れ

も

豊

富

な

知

識

と

経

験

を

生

か

し

た

補

佐

的

な

役

割

を

担

う

。

行

政

文

書

の

管

理

や

実

績

の

評

価

に

関

す

る

事

務

を

行

う

「

監

督

評

価

事

務

専

門

官

」

は

３

人

、

職

員

の

非

行

の

未

然

防

止

及

び

早

期

発

見

並

び

に

必

要

な

措

置

を

講

じ

る

「

監

察

事

務

専

門

官

」

は

４

人

の

新

設

を

求

め

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



７月の税収

（単位：百万円）

税目

７月分

（前年比）

７月末累計

（前年比）

所

得

税

源泉分

３，８９３，２１１

（１７７．５％）

５，８４６，８１１

（１４８．３％）

申告分

５４９，４３８

（１６２４．５％）

４９３，５１０

　―――－

計

４，４４２，６４９

（１９９．５％）

６，３４０，３２１

（１６１．３％）

法人税

２１５，０９６

（１７３．５％）

４０２，０１８

（１９１．２％）

相続税

３３３，３５１

（１３９．０％）

５９４，８５８

（１１８．２％）

消費税

１，１７０，４０８

（１４１．８％）

４２３，３８３

（６８．５％）

酒税

８７，０１５

（９１．３％）

１８３，７３７

（８７．３％）

その他

５２８，７３４

（９９．７％）

１，４９０，３１３

（９７．７％）

一般会計

分　　計

６，７７７，２５３

（１６７．７％）

９，４３４，６３０

（１３４．８％）

　

総

務

省

が

設

置

し

て

い

る

「

地

方

税

制

の

あ

り

方

に

関

す

る

検

討

会

」

が

道

府

県

民

税

利

子

割

の

課

税

団

体

と

、

あ

る

べ

き

税

収

帰

属

地

と

の

乖

離

が

生

じ

て

い

る

状

況

を

受

け

て

、

地

方

税

制

上

の

措

置

と

し

て

清

算

制

度

を

新

た

に

導

入

す

べ

き

と

の

中

間

整

理

を

行

っ

た

（

８

月

�

日

号

３

面

参

照

）

。

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

銀

行

の

口

座

や

実

店

舗

が

存

在

し

な

い

ネ

ッ

ト

支

店

に

紐

付

い

た

口

座

に

係

る

利

子

割

は

口

座

開

設

者

の

住

所

地

に

か

か

わ

ら

ず

、

銀

行

の

本

店

所

在

地

に

納

入

さ

れ

る

仕

組

み

に

な

っ

て

お

り

、

そ

の

税

収

が

ネ

ッ

ト

銀

行

の

本

店

等

の

多

い

東

京

に

集

中

し

や

す

い

こ

と

に

対

応

す

る

も

の

。

た

だ

、

リ

ア

ル

の

金

融

資

産

も

東

京

圏

に

集

ま

る

傾

向

に

あ

る

こ

と

な

ど

が

分

か

っ

て

お

り

、

税

源

等

の

一

極

集

中

へ

の

不

満

と

、

そ

の

是

正

を

求

め

る

声

が

上

が

っ

て

い

る

。

　

国

土

交

通

省

は

８

月

�

日

、

令

和

６

年

空

き

家

所

有

者

実

態

調

査

の

結

果

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

空

き

家

の

取

得

経

緯

は

、

約

６

割

が

相

続

と

な

っ

て

い

る

。

そ

の

相

続

空

き

家

の

う

ち

、

７

割

超

は

昭

和

�

年

以

前

に

建

築

さ

れ

た

住

宅

で

、

腐

朽

・

破

損

が

あ

り

、

約

６

割

は

所

有

者

の

「

死

亡

」

を

契

機

に

空

き

家

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

相

続

で

空

き

家

を

取

得

し

た

世

帯

の

相

続

前

の

対

策

状

況

で

は

、

相

続

前

に

対

策

を

講

じ

た

の

は

２

割

超

と

な

っ

て

お

り

、

対

策

を

実

施

し

て

い

な

い

空

き

家

は

、

対

策

を

実

施

し

た

空

き

家

と

比

べ

て

、

何

も

せ

ず

に

そ

の

ま

ま

空

き

家

と

し

て

所

有

さ

れ

続

け

て

い

る

割

合

が

約

１

・

５

倍

と

な

っ

て

い

る

。

　

同

調

査

は

、

空

き

家

の

取

得

経

緯

や

管

理

状

況

、

利

用

意

向

な

ど

を

調

査

す

る

も

の

で

、

昭

和

�

年

よ

り

お

お

む

ね

５

年

周

期

で

実

施

さ

れ

て

お

り

、

令

和

６

年

調

査

は

�

回

目

と

な

る

。

調

査

対

象

は

、

総

務

省

の

５

年

住

宅

・

土

地

統

計

調

査

に

お

い

て

「

居

住

世

帯

の

な

い

住

宅

（

空

き

家

）

を

所

有

し

て

い

る

」

と

回

答

し

た

世

帯

の

中

か

ら

無

作

為

に

抽

出

し

た

１

万

３

２

６

８

世

帯

と

な

っ

て

お

り

、

６

２

９

４

世

帯

か

ら

調

査

票

が

回

収

さ

れ

た

と

し

て

い

る

。

な

お

、

調

査

は

、

６

年

�

月

下

旬

か

ら

�

月

に

か

け

て

行

わ

れ

た

。

　

空

き

家

の

利

用

状

況

で

は

、

空

き

家

の

種

別

ご

と

に

直

近

１

年

間

の

空

き

家

の

変

化

を

み

る

と

、

使

用

目

的

の

な

い

空

き

家

の

約

�

％

が

空

き

家

を

解

消

し

て

お

り

、

貸

家

・

売

却

用

の

空

き

家

の

約

３

割

が

空

き

家

を

解

消

を

し

て

い

る

。

使

用

目

的

の

な

い

空

き

家

の

解

消

理

由

で

は

、

「

除

却

し

た

」

が

�

％

、

「

貸

し

た

」

が

�

％

、

「

所

有

者

や

親

族

が

居

住

し

た

」

が

�

％

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

　

今

後

の

空

き

家

の

利

用

意

向

で

は

、

使

用

目

的

の

な

い

空

き

家

の

所

有

世

帯

の

約

４

割

が

今

後

も

空

き

家

と

し

て

所

有

す

る

意

向

が

あ

る

一

方

で

、

４

割

弱

に

除

却

ま

た

は

売

却

す

る

意

向

が

あ

る

と

な

っ

て

い

る

。

　

今

後

５

年

間

程

度

の

う

ち

空

き

家

と

し

て

所

有

し

て

お

く

意

向

の

世

帯

に

お

け

る

空

き

家

と

し

て

所

有

し

て

お

く

理

由

（

複

数

回

答

）

で

は

、

「

物

置

と

し

て

必

要

」

で

あ

る

世

帯

の

割

合

が

�

％

と

最

も

高

く

、

次

い

で

「

解

体

費

用

を

か

け

た

く

な

い

」

が

�

％

、

「

住

宅

の

古

さ

」

が

�

％

と

な

っ

て

い

る

ほ

か

、

「

取

り

壊

す

と

固

定

資

産

税

が

高

く

な

る

」

が

�

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

三

井

住

友

信

託

銀

行

が

令

和

４

年

�

月

に

公

表

し

た

レ

ポ

ー

ト

「

相

続

に

伴

う

家

計

金

融

資

産

の

地

域

間

移

動

」

に

よ

る

と

、

今

後

�

年

程

度

の

間

に

相

続

さ

れ

る

金

融

資

産

の

総

額

は

６

５

０

兆

円

弱

で

、

そ

の

２

割

に

当

た

る

１

２

５

兆

円

が

地

域

を

ま

た

い

で

移

動

す

る

見

込

み

。

こ

の

う

ち

、

「

資

産

の

移

動

先

と

し

て

突

出

し

て

い

る

の

は

東

京

圏

（

埼

玉

、

千

葉

、

東

京

、

神

奈

川

）

で

、

全

国

か

ら

�

兆

円

が

流

入

し

、

他

地

域

へ

の

流

出

額

を

差

し

引

い

て

も

、

相

続

の

発

生

に

伴

い

�

兆

円

の

資

産

増

加

（

流

入

超

過

）

と

な

る

」

。

　

他

方

、

２

兆

２

０

０

０

億

円

の

資

産

増

加

と

な

る

大

阪

圏

（

京

都

、

大

阪

、

兵

庫

）

を

除

き

、

残

る

９

地

域

（

北

海

道

、

東

北

、

北

関

東

、

中

部

・

北

陸

、

中

京

圏

、

京

阪

周

辺

、

中

国

、

四

国

、

九

州

・

沖

縄

）

は

す

べ

て

資

産

減

少

（

流

出

超

過

）

に

な

る

と

し

た

。

　

例

え

ば

北

海

道

に

住

む

親

が

亡

く

な

り

、

東

京

に

住

む

子

が

遺

産

を

受

け

取

れ

ば

、

家

計

資

産

が

北

海

道

か

ら

東

京

に

移

転

す

る

。

レ

ポ

ー

ト

に

よ

れ

ば

、

高

度

成

長

期

を

中

心

に

非

大

都

市

圏

（

地

方

）

か

ら

三

大

都

市

圏

に

大

規

模

な

人

口

移

動

が

発

生

。

東

京

圏

で

は

そ

の

後

も

１

９

９

０

年

ご

ろ

ま

で

毎

年

�

万

人

前

後

の

人

口

流

入

が

続

い

た

こ

と

が

要

因

と

な

る

。

　

利

子

割

の

問

題

に

と

ど

ま

ら

ず

、

法

人

関

係

二

税

（

法

人

事

業

税

、

法

人

住

民

税

）

な

ど

の

税

目

で

も

都

の

人

口

１

人

当

た

り

の

税

収

は

他

の

道

府

県

に

比

べ

て

突

出

し

て

高

い

。

結

果

、

総

務

省

が

公

表

し

て

い

る

令

和

５

年

度

決

算

額

に

基

づ

く

地

方

税

全

体

の

同

１

人

当

た

り

の

税

収

額

は

全

国

平

均

を

１

０

０

と

し

た

場

合

、

東

京

が

断

ト

ツ

ト

ッ

プ

の

１

６

４

・

５

。

こ

れ

に

愛

知

の

１

１

２

・

６

、

大

阪

の

１

０

３

、

神

奈

川

の

１

０

１

・

９

、

福

井

の

１

０

０

・

１

が

続

き

、

残

り

は

す

べ

て

１

０

０

未

満

だ

っ

た

。

こ

れ

ら

税

収

を

も

と

に

都

は

各

種

の

独

自

施

策

を

講

じ

て

い

る

。

　

８

月

�

日

に

は

埼

玉

、

千

葉

、

神

奈

川

の

３

県

の

知

事

が

総

務

省

を

訪

れ

、

税

源

偏

在

の

是

正

等

を

要

望

。

税

源

の

偏

在

性

が

小

さ

く

安

定

的

な

地

方

税

体

系

の

構

築

に

向

け

て

、

適

切

な

措

置

を

早

急

に

講

じ

る

こ

と

を

求

め

た

。

こ

れ

ま

で

も

何

度

か

税

源

の

偏

在

是

正

措

置

は

講

じ

ら

れ

て

き

た

が

、

同

じ

東

京

圏

に

あ

っ

て

も

都

と

近

隣

県

と

の

間

で

格

差

の

是

正

を

求

め

る

声

が

上

が

り

、

何

ら

か

の

対

策

を

講

じ

る

必

要

性

が

高

ま

っ

て

き

て

い

る

。

　

財

務

省

は

１

日

、

７

月

の

税

収

実

績

を

ま

と

め

た

（

表

参

照

）

。

　

同

月

分

税

収

は

、

前

年

同

月

比

�

・

７

％

増

の

６

兆

７

７

７

２

億

円

で

、

同

月

末

累

計

は

同

�

・

８

％

増

の

９

兆

４

３

４

６

億

円

だ

っ

た

。

　

税

目

別

に

み

る

と

、

６

月

分

支

給

の

給

与

が

中

心

の

源

泉

徴

収

分

は

、

昨

年

に

施

行

さ

れ

た

定

額

減

税

の

影

響

が

は

く

落

し

た

こ

と

と

賃

上

げ

を

背

景

と

し

て

給

与

税

収

が

増

え

た

こ

と

に

よ

り

、

同

�

・

５

％

増

の

３

兆

８

９

３

２

億

円

と

大

き

く

増

加

。

　

申

告

分

も

、

昨

年

は

７

月

末

が

期

限

の

第

１

期

予

定

納

税

の

収

納

が

、

定

額

減

税

の

措

置

に

伴

い

９

月

末

に

期

限

延

長

さ

れ

た

こ

と

で

大

幅

に

減

少

し

た

分

が

戻

っ

た

こ

と

に

よ

り

、

前

年

の

約

�

倍

の

５

４

９

４

億

円

と

大

幅

に

増

加

し

、

所

得

税

全

体

で

は

、

同

�

・

５

％

増

の

４

兆

４

４

２

６

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

法

人

税

は

、

５

月

決

算

法

人

の

確

定

申

告

分

と

�

月

決

算

法

人

の

中

間

申

告

分

が

中

心

で

、

３

月

決

算

法

人

の

還

付

金

が

減

少

し

た

た

め

同

�

・

５

％

増

の

２

１

５

０

億

円

と

大

幅

に

増

加

し

た

。

７

月

分

の

法

人

税

は

例

年

、

３

月

決

算

法

人

の

還

付

金

の

影

響

に

よ

り

、

増

減

の

ブ

レ

が

激

し

い

。

　

ま

た

、

消

費

税

も

、

昨

年

は

予

納

の

調

整

に

よ

り

増

加

し

た

３

月

期

決

算

法

人

へ

の

還

付

金

が

は

く

落

し

た

こ

と

で

、

同

�

・

８

％

増

の

１

兆

１

７

０

４

億

円

と

大

幅

に

増

加

し

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

相

続

税

は

、

個

別

要

因

に

よ

り

同

�

・

０

％

増

の

３

３

３

３

億

円

と

増

加

し

た

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　⑸非課税

　個人住民税の非課税には、次の種類が

あります。①所得税において非課税とさ

れる所得、②人的非課税制度（地法�、

２９５）及び③非課税限度額制度です。

　①は典型的には所得税法９条に定める

非課税所得で、所得割の課税標準は前年

の所得について算定した総所得金額、退

職所得金額及び山林所得金額について、

地方税法又は地方税法施行令で特別の定

めをする場合を除くほか、それぞれ所得

税法その他の所得税に関する法令の規定

による所得税法�条２項又は３項の総所

得金額、退職所得金額又は山林所得金額

の計算の例により算定するものとする規

定（地法�、３１３）によって個人住民税

も当然に非課税となります。この条文で

気を付けておきたいのは、「所得税法そ

の他の所得税に関する法令」には租税特

別措置法と同法施行令は含まれないとい

うことです。前回、合計所得金額につい

て、長期譲渡所得が含まれる規定（地法

附則�）を紹介しましたが、土地建物等

に係る長期譲渡所得は、租税特別措置法

に規定されているので（租特法�）、地

方税法�条及び３１３条にある「所得税法

その他の所得税に関する法令の規定によ

る所得税法�条２項又は３項の総所得金

額、退職所得金額又は山林所得金額の計

算の例により算定するもの」には入って

こないところです。したがって、当該長

期譲渡所得を合計所得金額に含まれるも

のとするには、地方税法附則において読

替規定を置かなければならないというこ

とです。

　②は個人住民税独自の制度で、個人の

社会的事情に配慮して特に設けられた非

課税規定で、所得税法には同様の制度は

ありません。すなわち、生活保護法の生

活扶助を受けている者、一定の障害者、

未成年者及び寡婦又はひとり親、一定の

均等割を課すべき者などに対する非課税

制度です。個人住民税は、あくまで自然

人たる人に対して課せられる税金であ

り、ここに掲げた非課税の対象は「者」

であることに注意する必要があります。

所得税ならば、「所得」について非課税

とするところですが、個人住民税は、人

に対して非課税とする建付けになってい

ます。人的非課税制度と呼称するのはそ

のためです。

　③は昭和�年度に創設された免税点制

度に似た制度で課税最低限とは全く違う

制度であることに留意する必要がありま

す（地法附則３の３）。課税最低限は、

所得控除の合計額から導き出されます

が、非課税制度は、法律により所得を線

引きすることによって、その線超は課税、

以下は非課税とするものです。昭和�年

当時は地方財政が大変厳しく課税最低限

の引上げによる減収が大きかったところ

から、税収に与える影響が少ない免税店

制度に似た非課税限度額が創設されたの

ですが、昭和�年度以後も継続してこの

制度が存続し、「当分の間」という表現

で今に至っています。非課税の水準は、

生活保護法の基準との関係で、それを下

回らないように設定されています。

　

我

が

国

で

は

、

「

会

社

」

と

称

す

る

も

の

が

約

３

０

０

万

社

を

数

え

る

が

、

そ

の

ほ

と

ん

ど

が

個

人

事

業

ま

が

い

の

小

規

模

な

企

業

で

あ

り

、

中

小

企

業

と

称

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

の

よ

う

な

企

業

は

、

文

字

通

り

「

経

営

と

資

本

」

が

一

体

と

な

っ

て

お

り

、

そ

の

点

で

も

個

人

事

業

と

大

差

は

な

い

。

　

そ

れ

で

は

、

な

ぜ

、

個

人

事

業

が

「

法

人

成

り

（

会

社

成

り

）

」

す

る

の

か

、

そ

れ

に

は

い

く

つ

か

の

理

由

が

あ

る

が

、

最

大

の

理

由

は

、

経

営

者

（

オ

ー

ナ

ー

）

と

当

該

法

人

企

業

を

通

し

て

租

税

負

担

が

最

少

に

な

る

と

考

え

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

個

人

事

業

の

場

合

に

は

、

所

得

税

に

つ

い

て

、

収

入

金

額

か

ら

必

要

経

費

を

控

除

で

き

る

に

し

て

も

、

そ

の

必

要

経

費

の

範

囲

は

、

事

業

と

直

接

関

係

が

あ

る

も

の

に

限

ら

れ

る

し

、

家

事

関

連

費

は

厳

し

く

除

外

さ

れ

る

。

　

ま

た

、

生

計

を

一

に

す

る

親

族

か

ら

の

役

務

提

供

に

対

し

て

は

、

所

定

の

事

業

専

従

者

控

除

の

道

は

開

か

れ

て

い

る

に

し

て

も

、

事

業

主

が

税

理

士

で

あ

る

配

偶

者

に

対

し

て

税

務

代

理

を

依

頼

し

て

通

常

の

税

理

士

報

酬

を

支

払

っ

て

も

、

必

要

経

費

と

し

て

認

め

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

し

、

税

理

士

が

事

務

所

の

建

物

を

所

有

し

て

い

る

配

偶

者

か

ら

借

り

て

通

常

の

賃

借

料

を

支

払

っ

て

も

必

要

経

費

と

し

て

認

め

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

。

　

そ

し

て

、

前

記

の

よ

う

な

制

約

を

受

け

て

算

出

さ

れ

た

事

業

主

の

所

得

金

額

に

対

し

て

は

、

所

得

税

と

住

民

税

を

合

算

し

て

最

高

�

％

を

超

え

る

累

進

税

率

が

課

せ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

な

ら

ば

と

い

う

こ

と

で

、

そ

の

個

人

事

業

が

法

人

（

会

社

）

に

な

る

と

、

法

人

税

の

所

得

金

額

の

計

算

に

お

い

て

は

、

前

記

の

よ

う

な

制

約

は

ほ

と

ん

ど

な

い

こ

と

に

な

る

。

す

な

わ

ち

、

法

人

の

所

得

金

額

は

、

原

則

と

し

て

、

益

金

の

額

か

ら

損

金

の

額

を

控

除

す

る

こ

と

に

な

る

が

、

そ

の

損

金

の

額

に

つ

い

て

は

、

事

業

に

関

連

性

が

な

い

支

出

金

で

あ

れ

ば

、

寄

附

金

と

し

て

一

定

の

損

金

算

入

の

制

限

は

あ

る

が

、

そ

れ

以

外

は

個

人

事

業

よ

り

も

極

め

て

制

約

は

少

な

い

。

そ

の

上

、

益

金

に

つ

い

て

も

、

オ

ー

ナ

ー

と

の

間

で

適

正

で

あ

れ

ば

分

散

も

可

能

で

あ

る

。

　

ま

た

、

法

人

成

り

の

最

大

の

メ

リ

ッ

ト

は

、

一

つ

の

事

業

体

が

稼

得

す

る

所

得

を

、

そ

の

法

人

と

オ

ー

ナ

ー

と

に

分

割

（

分

散

）

し

て

、

累

進

税

率

の

適

用

を

回

避

し

、

そ

の

法

人

と

オ

ー

ナ

ー

の

所

得

税

額

の

総

額

を

最

少

化

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

に

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

そ

の

法

人

が

稼

得

し

た

総

所

得

金

額

に

つ

き

、

法

人

の

所

得

に

対

す

る

限

界

税

率

（

通

常

比

例

税

率

）

と

オ

ー

ナ

ー

に

支

払

わ

れ

る

役

員

報

酬

に

対

す

る

所

得

税

の

限

界

税

率

が

同

一

に

な

る

よ

う

に

役

員

報

酬

を

支

払

え

ば

、

両

者

の

合

計

所

得

税

額

が

最

少

に

な

る

（

も

っ

と

も

、

通

常

、

役

員

報

酬

は

原

則

と

し

て

事

前

に

定

め

て

お

く

必

要

が

あ

る

の

で

、

計

算

通

り

に

は

い

か

な

い

場

合

も

あ

る

）

。

　

そ

の

他

、

法

人

の

場

合

に

は

、

オ

ー

ナ

ー

の

家

族

を

役

員

や

従

業

員

に

す

る

こ

と

も

容

易

で

あ

り

、

そ

れ

ぞ

れ

に

相

当

な

給

与

を

支

払

う

限

り

は

、

法

人

の

損

金

と

な

り

、

家

族

間

の

所

得

分

散

が

可

能

と

な

っ

て

、

累

進

税

率

の

重

さ

を

回

避

す

る

こ

と

も

可

能

で

あ

る

。

　

さ

ら

に

、

法

人

成

り

は

、

前

述

の

よ

う

な

個

人

事

業

が

法

人

に

な

る

だ

け

で

な

く

、

個

人

が

所

有

し

て

い

る

財

産

を

管

理

・

運

用

す

る

た

め

の

会

社

、

い

わ

ゆ

る

財

産

管

理

会

社

を

設

立

す

る

場

合

も

多

い

。

そ

し

て

、

そ

の

場

合

に

も

、

オ

ー

ナ

ー

や

家

族

が

役

員

等

と

な

っ

て

、

前

述

の

よ

う

な

所

得

課

税

上

の

利

益

を

得

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

次

に

、

法

人

成

り

は

、

所

得

課

税

の

上

で

メ

リ

ッ

ト

が

あ

る

ば

か

り

で

な

く

、

個

人

時

代

に

所

有

し

て

い

た

財

産

を

そ

の

法

人

に

移

し

て

お

け

ば

（

も

っ

と

も

、

そ

の

段

階

で

譲

渡

所

得

課

税

が

生

じ

る

こ

と

も

あ

る

）

、

相

続

税

に

つ

い

て

も

、

通

常

、

財

産

を

直

接

所

有

し

て

い

る

場

合

の

評

価

額

よ

り

も

そ

の

法

人

の

株

式

又

は

出

資

の

評

価

額

の

方

が

低

い

か

ら

、

相

続

税

対

策

と

し

て

も

活

用

で

き

る

。

　

以

上

の

よ

う

に

、

法

人

成

り

に

つ

い

て

は

、

良

い

こ

と

ば

か

り

の

よ

う

に

も

考

え

ら

れ

る

が

、

過

度

な

租

税

負

担

の

最

少

化

策

に

つ

い

て

は

、

所

得

税

法

及

び

法

人

税

法

と

も

否

認

規

定

を

設

け

て

い

る

。

そ

の

中

で

、

「

役

員

給

与

の

損

金

不

算

入

」

（

法

法

�

）

の

よ

う

な

個

別

的

否

認

規

定

で

あ

れ

ば

比

較

的

対

応

し

や

す

い

が

、

「

同

族

会

社

等

の

行

為

又

は

計

算

の

否

認

」

（

所

法

１

５

７

、

法

法

１

３

２

等

）

の

よ

う

な

包

括

的

否

認

規

定

に

な

る

と

、

そ

の

対

応

は

困

難

に

な

る

。

　

以

上

の

よ

う

に

、

法

人

成

り

に

よ

る

租

税

負

担

の

最

少

化

は

、

納

税

者

と

税

務

官

庁

の

知

恵

比

べ

に

な

る

場

合

が

多

い

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

昨

今

の

税

務

実

務

の

現

場

に

お

い

て

想

定

さ

れ

る

事

例

を

問

答

形

式

に

よ

り

わ

か

り

や

す

く

解

説

。

　

税

目

別

（

所

得

税

編

、

譲

渡

所

得

編

、

法

人

税

編

、

相

続

税

編

、

贈

与

税

編

）

に

整

理

し

て

各

�

事

例

（

合

計

�

事

例

）

を

収

録

。

「

質

問

」

「

回

答

」

「

解

説

」

の

構

成

と

し

、

さ

ら

な

る

深

い

理

解

の

た

め

要

所

に

コ

ラ

ム

を

織

り

交

ぜ

重

要

ポ

イ

ン

ト

を

簡

潔

に

整

理

。

　

事

例

で

は

、

太

陽

光

発

電

設

備

に

よ

る

余

剰

電

力

の

売

却

収

入

に

係

る

所

得

区

分

、

賃

貸

用

マ

ン

シ

ョ

ン

の

修

繕

積

立

金

の

取

扱

い

、

共

有

持

分

に

応

じ

て

概

算

取

得

費

と

実

額

に

よ

る

取

得

費

を

適

用

す

る

こ

と

の

可

否

、

事

前

確

定

届

出

給

与

に

お

け

る

「

定

め

ど

お

り

に

支

給

さ

れ

た

か

」

ど

う

か

の

判

定

、

老

人

ホ

ー

ム

に

入

居

中

の

甲

（

妻

）

が

乙

（

夫

）

の

死

亡

に

よ

り

自

宅

を

相

続

し

た

場

合

に

お

け

る

小

規

模

宅

地

等

の

特

例

（

特

定

居

住

用

宅

地

等

）

の

適

用

に

つ

い

て

、

定

期

的

な

贈

与

が

「

定

期

金

給

付

契

約

に

関

す

る

権

利

」

の

贈

与

に

該

当

す

る

か

否

か

の

判

断

基

準

な

ど

を

収

録

。

　

初

学

者

か

ら

ベ

テ

ラ

ン

ま

で

税

務

実

務

に

携

わ

る

方

々

が

幅

広

く

活

用

で

き

る

一

冊

。

　

Ａ

５

判

、

２

７

６

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

８

６

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

設

立

後

最

初

の

事

業

年

度

の

各

支

給

時

期

に

お

け

る

役

員

給

与

に

つ

い

て

、

各

支

給

額

の

改

定

は

通

常

改

定

に

当

た

ら

ず

、

当

該

役

員

給

与

は

定

期

同

額

給

与

に

該

当

し

な

い

と

し

た

事

例

。

　

歯

科

医

業

を

営

む

医

療

法

人

社

団

で

あ

る

審

査

請

求

人

が

損

金

の

額

に

算

入

し

た

理

事

長

に

対

す

る

役

員

給

与

の

額

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

が

、

当

該

役

員

給

与

は

法

人

税

法

第

�

条

《

役

員

給

与

の

損

金

不

算

入

》

第

１

項

第

１

号

所

定

の

定

期

同

額

給

与

に

該

当

し

な

い

と

し

て

法

人

税

等

の

更

正

処

分

等

を

し

た

。

そ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

、

当

該

役

員

給

与

は

事

実

上

の

事

業

開

始

の

日

か

ら

三

月

を

経

過

す

る

日

ま

で

に

改

定

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

か

ら

定

期

同

額

給

与

に

該

当

す

る

な

ど

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

当

該

改

定

は

設

立

後

最

初

の

事

業

年

度

開

始

の

日

の

属

す

る

会

計

期

間

開

始

の

日

か

ら

三

月

を

経

過

す

る

日

後

に

さ

れ

た

定

期

給

与

の

額

の

改

定

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

た

め

、

通

常

改

定

に

当

た

ら

ず

、

当

該

役

員

給

与

は

、

設

立

後

最

初

の

事

業

年

度

の

各

支

給

時

期

に

お

け

る

支

給

額

が

同

額

で

は

な

い

か

ら

、

定

期

同

額

給

与

に

該

当

し

な

い

と

し

て

、

処

分

は

適

法

で

あ

る

と

し

た

（

令

和

６

年

８

月

１

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

は

、

歯

科

医

業

を

営

む

医

療

法

人

社

団

。

平

成

�

年

１

月

４

日

に

開

催

さ

れ

た

請

求

人

の

設

立

総

会

に

お

い

て

、

定

款

及

び

役

員

の

月

額

報

酬

限

度

額

（

理

事

長

は

４

４

０

万

円

）

が

承

認

さ

れ

、

理

事

長

に

Ａ

（

本

件

理

事

長

）

が

選

任

さ

れ

た

。

お

っ

て

、

定

款

に

は

、

会

計

年

度

は

毎

年

３

月

１

日

か

ら

翌

年

２

月

末

日

ま

で

と

し

、

設

立

後

最

初

の

会

計

年

度

は

、

設

立

の

日

か

ら

平

成

�

年

２

月

�

日

ま

で

と

す

る

旨

記

載

さ

れ

て

い

る

。

　

請

求

人

は

、

平

成

�

年

４

月

�

日

に

、

医

療

法

第

７

条

第

１

項

所

定

の

開

設

許

可

（

診

療

所

の

新

規

開

設

）

を

取

得

し

た

。

な

お

、

こ

の

開

設

許

可

に

係

る

診

療

所

開

設

許

可

申

請

書

に

は

、

開

設

予

定

年

月

日

は

令

和

元

年

６

月

１

日

と

記

載

さ

れ

て

い

る

。

　

請

求

人

は

、

設

立

後

最

初

の

事

業

年

度

の

各

支

給

時

期

に

お

け

る

本

件

理

事

長

に

対

す

る

定

期

給

与

（

本

件

役

員

給

与

）

の

支

給

額

に

つ

い

て

、

平

成

�

年

４

月

か

ら

令

和

元

年

６

月

は

零

円

、

令

和

元

年

７

月

及

び

８

月

は

１

８

０

万

円

、

同

年

９

月

か

ら

令

和

２

年

２

月

は

２

８

０

万

円

と

し

た

（

令

和

元

年

７

月

か

ら

支

給

額

を

１

８

０

万

円

と

し

た

本

件

役

員

給

与

の

額

の

改

定

を

本

件

７

月

支

給

額

改

定

と

い

い

、

同

年

９

月

か

ら

支

給

額

を

２

８

０

万

円

と

し

た

本

件

役

員

給

与

の

額

の

改

定

を

本

件

９

月

支

給

額

改

定

と

い

い

、

こ

れ

ら

を

併

せ

て

本

件

各

支

給

額

改

定

）

。

　

な

お

、

請

求

人

が

本

件

役

員

給

与

を

総

勘

定

元

帳

の

役

員

報

酬

勘

定

に

計

上

し

た

日

付

は

、

令

和

元

年

７

月

支

給

額

が

７

月

�

日

、

同

年

９

月

支

給

額

が

９

月

�

日

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

、

○

○

か

ら

令

和

２

年

２

月

�

日

ま

で

の

事

業

年

度

の

法

人

税

及

び

○

○

か

ら

令

和

２

年

２

月

�

日

ま

で

の

課

税

事

業

年

度

の

地

方

法

人

税

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

青

色

の

確

定

申

告

書

を

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

。

　

な

お

、

請

求

人

は

、

こ

の

申

告

に

お

い

て

、

本

件

役

員

給

与

の

合

計

額

２

０

４

０

万

円

を

定

期

同

額

給

与

と

し

て

損

金

の

額

に

算

入

し

た

。

　

そ

の

後

、

請

求

人

は

原

処

分

庁

所

属

の

調

査

担

当

職

員

の

調

査

を

受

け

、

各

修

正

申

告

書

を

提

出

し

、

原

処

分

庁

は

、

本

件

役

員

給

与

は

定

期

同

額

給

与

に

該

当

し

な

い

と

し

て

法

人

税

等

の

更

正

処

分

等

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

役

員

給

与

は

定

期

同

額

給

与

に

該

当

し

な

い

か

否

か

。

具

体

的

に

は

、

本

件

各

支

給

額

改

定

が

通

常

改

定

に

該

当

し

な

い

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

設

立

後

最

初

の

事

業

年

度

の

各

支

給

時

期

に

お

け

る

本

件

理

事

長

に

対

す

る

本

件

役

員

給

与

の

支

給

額

に

つ

い

て

、

本

件

各

支

給

額

改

定

は

、

い

ず

れ

も

開

業

の

日

か

ら

三

月

以

内

に

さ

れ

た

定

期

給

与

の

額

の

改

定

で

あ

り

、

ま

た

、

当

該

開

業

の

日

が

設

立

後

最

初

の

会

計

期

間

開

始

の

日

で

あ

る

と

解

さ

れ

る

か

ら

、

本

件

役

員

給

与

は

定

期

同

額

給

与

に

該

当

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

法

人

税

法

第

�

条

《

事

業

年

度

の

意

義

》

第

１

項

の

規

定

に

よ

れ

ば

、

請

求

人

の

設

立

後

最

初

の

事

業

年

度

は

定

款

に

定

め

る

設

立

後

最

初

の

会

計

年

度

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

と

こ

ろ

、

本

件

の

全

証

拠

を

み

て

も

、

本

件

役

員

給

与

の

支

給

額

に

つ

い

て

定

め

の

あ

る

書

類

は

月

額

報

酬

限

度

額

を

定

め

た

請

求

人

の

設

立

総

会

に

係

る

議

事

録

以

外

に

見

当

た

ら

な

い

か

ら

、

本

件

各

支

給

額

改

定

は

、

そ

も

そ

も

事

前

の

定

め

に

よ

る

も

の

と

認

め

る

に

足

り

ず

、

令

和

元

年

７

月

支

給

額

及

び

同

年

９

月

支

給

額

の

元

帳

計

上

日

に

そ

れ

ぞ

れ

さ

れ

た

と

推

認

さ

れ

る

か

ら

、

い

ず

れ

も

設

立

後

最

初

の

事

業

年

度

開

始

の

日

の

属

す

る

会

計

期

間

開

始

の

日

か

ら

三

月

を

経

過

す

る

日

後

に

さ

れ

た

定

期

給

与

の

額

の

改

定

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

本

件

各

支

給

額

改

定

は

、

法

人

税

法

施

行

令

第

�

条

《

定

期

同

額

給

与

の

範

囲

等

》

第

１

項

第

１

号

（

令

和

２

年

政

令

第

２

０

７

号

に

よ

る

改

正

前

の

も

の

）

所

定

の

給

与

改

定

に

当

た

ら

ず

、

本

件

役

員

給

与

は

、

設

立

後

最

初

の

事

業

年

度

の

各

支

給

時

期

に

お

け

る

支

給

額

が

同

額

で

は

な

い

か

ら

、

定

期

同

額

給

与

に

該

当

し

な

い

。

　

な

お

、

請

求

人

は

、

医

療

法

人

と

し

て

の

事

業

開

始

の

日

で

あ

る

令

和

元

年

６

月

１

日

を

開

業

の

日

と

み

る

べ

き

で

あ

り

、

開

業

前

の

期

間

に

お

い

て

も

定

期

同

額

給

与

を

発

生

さ

せ

る

べ

き

で

あ

る

と

い

う

法

理

も

会

計

上

の

妥

当

性

も

経

済

合

理

性

も

全

く

見

出

す

こ

と

は

で

き

な

い

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

会

計

期

間

開

始

の

日

と

は

、

開

業

の

日

で

あ

る

と

解

す

る

べ

き

で

あ

る

と

主

張

す

る

が

、

法

人

税

法

施

行

令

第

�

条

第

１

項

第

１

号

に

規

定

す

る

「

当

該

事

業

年

度

開

始

の

日

の

属

す

る

会

計

期

間

開

始

の

日

」

の

会

計

期

間

と

は

、

法

人

税

法

第

�

条

第

１

項

に

規

定

す

る

「

法

人

の

財

産

及

び

損

益

の

計

算

の

単

位

と

な

る

期

間

」

の

こ

と

で

あ

り

、

意

味

内

容

が

明

ら

か

で

あ

る

か

ら

、

会

計

期

間

開

始

の

日

を

開

業

の

日

で

あ

る

と

解

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



（社会保障制度を味方にするために）

　近年、「おひとりさま」と呼ばれる

単身生活者の増加が顕著です。生涯独

身の方、配偶者に先立たれた方、子ど

もを持たない方など、その形態はさま

ざまですが、共通するのは「老後の生

活を基本的に自分一人で支える」とい

う現実です。

　おひとりさまにとって、年金と医療

保険は将来の安心を支える「命綱」と

言っても過言ではありません。仕組み

を十分に理解していなければ、受け取

れるはずの給付を逃したり、損をする

選択することもあります。

【年金制度】おひとりさまにこそ必要

な〝長寿リスク対策〟

　老後の資金準備といえば「自助努力

（貯金や投資）」を思い浮かべる方も

多いですが、公的年金の最大の利点は

「長生きするほど得をする」ことです。

日本の国民年金や厚生年金保険等の公

的年金は終身給付であり、何歳まで生

きても受給し続けることができます。

　特におひとりさまは、配偶者等から

の支援を得られない分、公的年金の重

要性が増します。公的年金に加入して

いた期間が長いほど受給額が多くなる

ため、できるだけ長く働いて保険料を

納めることが将来的に有利となりま

す。�歳以降も働くことで年金の繰下

げ受給（最大�歳まで）を選べば、年

金額を�％増やすことも可能です。

　また、障害年金の制度も見落としが

ちです。突然の病気やケガで働けなく

なった場合、公的年金の加入者は障害

年金を受け取れる可能性があります。

収入をカバーしてくれるこの制度は極

めて重要です。

【医療保険制度】高額療養費制度と介

護保険を理解する

　日本は全員が公的医療保険に加入す

る「国民皆保険」の国で、医療費の自

己負担は原則３割（高齢者は１～２割

の場合もあり）に抑えられています。

さらに、「高額療養費制度」により、

医療費が一定額を超えると超過分が払

い戻される仕組みがあります。

　入院や手術といった高額医療費が発

生しても、一定限度額以上は自己負担

が軽減され、安心して治療を受けるこ

とができます。

　また介護保険制度にも注意が必要で

す。要介護状態になった際、誰に介護を

頼めるかはおひとりさまにとって切実

な問題です。介護サービスを受けるた

めには、原則�歳以上で要介護認定を

受ける必要があります。要支援・要介

護の段階によって、訪問介護や通所介

護など必要な支援を受けられますが、

手続きのタイミングや内容により受け

られるサービスが変わるため、早めに

情報を集めておくことが重要です。

（最後に）

　おひとりさまにとって、社会保障制

度は「備えの柱」です。しかし公的制

度だけでは不十分な場合もあります。

例えば、長期入院や施設介護など、支

出が大きくなる場面では、ある程度の

自己資金も必要となります。民間保険

の活用や資産運用を組み合わせて、「自

助」と「公助」のバランスを取る視点

も求められます。

　年金や医療・介護保険は、制度が複雑

で度々改正されるため、最新情報を知

らないと損をすることもあります。特

におひとりさまは、自分で情報を取り

に行く姿勢が不可欠で、行政や専門家

に相談することもひとつの手段です。

　老後の安心は「事前の準備」で決ま

ります。制度を正しく理解し、自分に

合う活用法を得ることで、より安心で

豊かな未来になるものと思われます。

　

ジ

ュ

ラ

シ

ッ

ク

・

パ

ー

ク

か

ら

ワ

ー

ル

ド

へ

と

展

開

す

る

シ

リ

ー

ズ

は

、

ス

テ

ィ

ー

ブ

ン

・

ス

ピ

ル

バ

ー

グ

監

督

或

い

は

製

作

総

指

揮

に

よ

っ

て

、

実

写

映

画

化

さ

れ

た

現

代

に

甦

っ

た

恐

竜

と

人

間

た

ち

の

戦

い

を

描

い

た

Ｓ

Ｆ

パ

ニ

ッ

ク

ア

ク

シ

ョ

ン

で

す

。

　

第

１

作

『

ジ

ュ

ラ

シ

ッ

ク

・

パ

ー

ク

』

は

１

９

９

３

年

７

月

に

公

開

さ

れ

、

様

々

な

恐

竜

た

ち

を

当

時

最

先

端

の

リ

ア

ル

な

Ｃ

Ｇ

映

像

で

描

き

、

世

界

的

ヒ

ッ

ト

を

記

録

し

ま

し

た

。

続

く

第

２

作

『

ロ

ス

ト

・

ワ

ー

ル

ド

』

と

第

３

作

『

ジ

ュ

ラ

シ

ッ

ク

・

パ

ー

ク

Ⅲ

』

で

パ

ー

ク

シ

リ

ー

ズ

は

完

結

し

ま

し

た

。

　

第

４

作

は

、

前

作

か

ら

�

年

ぶ

り

に

『

ジ

ュ

ラ

シ

ッ

ク

・

ワ

ー

ル

ド

』

（

２

０

１

５

年

８

月

）

と

し

て

新

た

に

オ

ー

プ

ン

し

た

エ

リ

ア

で

始

ま

り

、

球

体

の

乗

り

物

で

め

ぐ

る

恐

竜

見

学

や

モ

サ

サ

ウ

ル

ス

の

水

中

シ

ョ

ー

な

ど

で

人

気

を

博

し

て

い

ま

し

た

が

、

遺

伝

子

操

作

に

よ

り

、

凶

暴

で

高

い

知

性

を

も

っ

た

新

種

の

恐

竜

を

作

り

出

し

た

こ

と

で

新

た

な

恐

怖

を

も

た

ら

す

こ

と

と

な

っ

た

の

で

す

。

第

５

作

『

ジ

ュ

ラ

シ

ッ

ク

・

ワ

ー

ル

ド

炎

の

王

国

』

（

２

０

１

８

年

７

月

）

で

は

島

の

火

山

の

大

噴

火

か

ら

恐

竜

を

救

出

。

第

６

作

『

ジ

ュ

ラ

シ

ッ

ク

・

ワ

ー

ル

ド

新

た

な

る

支

配

者

』

（

２

０

２

２

年

７

月

）

で

は

救

出

し

た

恐

竜

た

ち

が

世

界

に

放

た

れ

た

４

年

後

の

世

界

で

、

人

類

と

恐

竜

の

安

全

な

共

存

の

道

を

模

索

す

る

物

語

を

描

き

ま

し

た

。

　

そ

し

て

、

前

作

か

ら

５

年

後

の

世

界

を

舞

台

に

第

７

作

『

ジ

ュ

ラ

シ

ッ

ク

・

ワ

ー

ル

ド

復

活

の

大

地

』

が

今

年

８

月

に

公

開

さ

れ

ま

し

た

。

人

類

が

恐

竜

へ

の

興

味

や

関

心

を

失

い

つ

つ

あ

る

中

、

恐

竜

た

ち

も

現

環

境

へ

の

対

応

の

難

し

さ

か

ら

衰

退

傾

向

が

強

く

な

っ

て

い

ま

し

た

。

　

一

方

で

、

恐

竜

の

Ｄ

Ｎ

Ａ

を

活

用

し

て

医

療

に

大

き

な

効

果

が

期

待

で

き

る

事

が

判

明

し

ま

す

。

そ

の

恐

竜

は

陸

・

海

・

空

の

大

型

恐

竜

３

種

の

も

の

で

し

た

。

　

そ

の

獲

得

に

向

か

う

チ

ー

ム

の

冒

険

と

戦

い

を

描

い

た

本

作

は

、

ス

カ

ー

レ

ッ

ト

・

ヨ

ハ

ン

ソ

ン

ら

新

た

な

メ

ン

バ

ー

で

構

成

さ

れ

た

精

鋭

部

隊

で

す

。

特

殊

工

作

員

ゾ

ー

ラ

・

ベ

ネ

ッ

ト

（

ス

カ

ー

レ

ッ

ト

・

ヨ

ハ

ン

ソ

ン

）

は

、

信

頼

す

る

傭

兵

の

ダ

ン

カ

ン

・

キ

ン

ケ

イ

ド

（

マ

ハ

ー

シ

ャ

・

ア

リ

）

、

古

生

物

学

者

の

ヘ

ン

リ

ー

・

ル

ー

ミ

ス

博

士

（

ジ

ョ

ナ

サ

ン

・

ベ

イ

リ

ー

）

ら

と

と

も

に

、

初

代

ジ

ュ

ラ

シ

ッ

ク

・

パ

ー

ク

の

極

秘

研

究

施

設

が

存

在

し

た

禁

断

の

島

へ

足

を

踏

み

入

れ

ま

す

。

そ

こ

は

か

つ

て

パ

ー

ク

の

所

有

者

が

極

秘

の

実

験

を

行

い

、

最

悪

の

種

と

言

わ

れ

る

�

数

種

の

恐

竜

が

生

き

残

っ

た

赤

道

直

下

の

立

ち

入

り

禁

止

区

域

で

、

地

球

上

で

最

も

危

険

な

場

所

で

し

た

。

　

　

　

果

た

し

て

、

目

的

の

Ｄ

Ｎ

Ａ

を

無

事

入

手

で

き

る

の

か

。

未

知

の

緊

迫

感

と

冒

険

の

結

末

を

是

非

映

画

館

で

味

わ

っ

て

い

た

だ

き

た

い

秀

作

だ

と

思

い

ま

す

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　名義預金や名義株式のセミナーは数多くあり

ますが、今回はこれら以外の財産となる不動産、

生命保険契約、動産（車輌）に係る真実の帰属

者判定について、裁判例や裁決事例を通じて確

認します。

日　時　��年９月�日（木）９：�～�：�

※受付開始９：�、研修時間：６時間

会　場　日本教育会館・中会議室

東京都千代田区一ツ橋２－６－２

交通：東京メトロ・都営地下鉄「神保

町」駅／徒歩約３分

　　　東京メトロ「竹橋」駅　北の丸

公園側出口／徒歩約５分

　　　東京メトロ「九段下」駅　６番

出口／徒歩約７分

講　師　税理士・笹岡宏保（ささおか・ひろやす）氏

昭和�年兵庫県神戸市出身。平成３年

笹岡会計事務所設立。現在、多くのク

ライアントの税務申告代理を行ってい

る一方、各税理士会の「統一研修会」等

の資産税の講師として活躍している。

受講料　１名につき�９，０００円（税込・レジュ

メ代を含む）

※「税のしるべ」購読者の方は、割引

価格１５，２００円（税込）となります。

テキスト　レジュメは、当日会場で配布いたしま

す。

申込方法　大蔵財務協会ウェブサイトの

申込フォームよりお申込みく

ださい。請求書等はお申込み

後にお送りいたします。

　

国

税

庁

の

７

月

�

日

付

の

人

事

異

動

に

よ

り

、

熊

本

国

税

局

長

に

就

任

し

た

北

村

厚

氏

（

税

務

大

学

校

副

校

長

）

＝

写

真

＝

が

就

任

の

抱

負

を

次

の

よ

う

に

語

っ

た

。

　

熊

本

局

は

平

成

�

年

か

ら

２

年

間

、

総

務

部

長

と

し

て

勤

務

し

て

以

来

、

２

回

目

と

な

り

ま

す

。

　

平

成

�

年

の

熊

本

地

震

の

際

に

は

、

申

告

・

納

付

期

限

の

延

長

な

ど

に

熊

本

局

一

丸

と

な

っ

て

取

り

組

み

ま

し

た

。

　

国

税

庁

の

使

命

で

あ

る

「

納

税

者

の

自

発

的

な

納

税

義

務

の

履

行

を

適

正

か

つ

円

滑

に

実

現

す

る

」

た

め

、

納

税

環

境

の

整

備

、

適

正

公

平

な

課

税

・

徴

収

の

実

現

に

努

め

、

納

税

者

の

皆

様

か

ら

の

信

頼

を

確

保

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

ま

た

、

経

済

社

会

の

グ

ロ

ー

バ

ル

化

、

デ

ジ

タ

ル

化

な

ど

急

激

な

変

化

に

対

応

す

る

た

め

に

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

の

三

つ

の

柱

で

あ

る

「

納

税

者

の

利

便

性

の

向

上

」

「

課

税

徴

収

事

務

の

効

率

化

・

高

度

化

」

「

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

促

進

」

を

一

層

推

進

し

、

「

あ

ら

ゆ

る

税

務

手

続

き

が

税

務

署

に

行

か

ず

に

で

き

る

社

会

」

の

実

現

に

向

け

て

、

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

北

村

厚

（

き

た

む

ら

・

あ

つ

し

）

氏

の

略

歴

　

平

成

元

年

国

税

庁

入

庁

。

稚

内

税

務

署

長

、

熊

本

国

税

局

総

務

部

長

、

同

庁

法

人

課

税

課

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

６

年

７

月

か

ら

税

務

大

学

校

副

校

長

。

�

歳

。

千

葉

県

出

身

。

　

国

税

庁

の

７

月

�

日

付

の

人

事

異

動

に

よ

り

、

沖

縄

国

税

事

務

所

長

に

就

任

し

た

剱

持

敏

幸

氏

（

国

税

庁

調

査

課

長

）

＝

写

真

＝

が

就

任

の

抱

負

な

ど

を

次

の

よ

う

に

語

っ

た

。

　

豊

か

な

自

然

と

独

自

の

歴

史

や

文

化

を

有

し

、

イ

ン

バ

ウ

ン

ド

の

増

加

等

に

よ

り

活

力

溢

れ

た

魅

力

的

な

沖

縄

の

地

で

勤

務

で

き

る

こ

と

を

大

変

う

れ

し

く

光

栄

に

思

い

ま

す

と

と

も

に

、

さ

ま

ざ

ま

な

機

会

を

と

ら

え

て

沖

縄

の

文

物

に

触

れ

、

そ

の

文

化

・

伝

統

の

深

み

を

味

わ

い

、

学

び

た

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

　

税

務

行

政

で

は

「

あ

ら

ゆ

る

税

務

手

続

き

が

税

務

署

に

行

か

ず

に

で

き

る

社

会

」

と

い

う

将

来

像

に

向

け

て

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

を

推

進

す

る

と

と

も

に

、

ユ

ネ

ス

コ

無

形

文

化

遺

産

「

伝

統

的

酒

造

り

」

の

一

つ

で

あ

る

泡

盛

の

振

興

に

も

関

係

機

関

と

の

連

携

を

強

化

し

、

さ

ら

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

　

当

事

務

所

は

、

他

の

国

税

局

に

比

べ

小

所

帯

で

す

が

、

職

員

一

人

ひ

と

り

が

重

要

な

役

割

を

幅

広

く

担

い

、

困

難

な

課

題

に

も

一

体

感

を

持

っ

て

創

意

工

夫

を

凝

ら

し

た

対

応

が

出

来

る

と

い

う

良

さ

が

あ

り

ま

す

。

　

ま

た

、

若

い

職

員

も

多

く

活

気

あ

る

職

場

で

も

あ

る

こ

と

か

ら

「

使

命

感

を

胸

に

挑

戦

す

る

、

税

の

プ

ロ

フ

ェ

ッ

シ

ョ

ナ

ル

」

と

し

て

、

能

力

を

十

分

に

発

揮

し

、

納

税

者

の

皆

様

か

ら

信

頼

さ

れ

る

組

織

と

し

て

役

割

を

果

た

し

て

い

け

る

よ

う

、

微

力

を

尽

く

し

た

い

と

思

い

ま

す

。

　

剱

持

敏

幸

（

け

ん

も

ち

・

と

し

ゆ

き

）

氏

の

略

歴

　

平

成

３

年

国

税

庁

入

庁

。

名

古

屋

国

税

局

課

税

第

一

部

長

、

福

岡

国

税

局

総

務

部

長

、

同

庁

国

際

業

務

課

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

５

年

７

月

か

ら

同

庁

調

査

課

長

。

�

歳

。

群

馬

県

出

身

。

　

公

益

社

団

法

人

豊

島

法

人

会

（

池

田

憲

治

会

長

）

は

８

月

２

日

、

夏

休

み

の

租

税

教

室

を

開

催

し

た

。

　

こ

れ

は

、

豊

島

区

内

の

小

学

４

年

生

～

６

年

生

を

対

象

と

し

た

夏

休

み

の

イ

ベ

ン

ト

で

、

子

ど

も

た

ち

の

税

へ

の

関

心

を

高

め

、

税

の

必

要

性

を

理

解

し

て

も

ら

う

た

め

に

開

催

し

て

お

り

、

今

年

で

５

回

目

と

な

る

。

　

当

日

は

、

�

人

の

子

ど

も

た

ち

が

参

加

。

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

と

し

て

参

加

し

た

東

京

都

立

千

早

高

校

の

生

徒

�

人

の

協

力

の

も

と

、

午

前

中

は

「

税

金

の

使

い

方

」

を

テ

ー

マ

に

グ

ル

ー

プ

ご

と

に

話

し

合

い

、

午

後

は

、

そ

の

話

し

合

っ

た

内

容

に

つ

い

て

豊

島

区

役

所

８

階

に

あ

る

「

豊

島

区

議

会

議

場

」

で

、

池

田

会

長

、

豊

島

税

務

署

の

西

袋

寿

彦

署

長

、

高

際

み

ゆ

き

豊

島

区

長

、

清

野

正

豊

島

区

教

育

委

員

会

教

育

長

を

前

に

プ

レ

ゼ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

終

了

後

、

子

ど

も

た

ち

は

、

「

発

表

が

緊

張

し

た

」

「

人

と

話

す

の

が

少

し

苦

手

だ

け

ど

、

み

ん

な

で

協

力

し

た

の

が

よ

か

っ

た

」

「

集

ま

っ

た

み

ん

な

と

協

力

で

き

て

よ

か

っ

た

」

と

感

想

を

話

し

て

い

た

。

　

大

阪

国

税

局

は

、

大

学

生

の

イ

ン

タ

ー

ン

シ

ッ

プ

（

就

業

体

験

）

を

８

月

�

日

か

ら

�

日

に

同

局

で

実

施

し

た

。

昨

年

に

続

き

実

施

し

た

も

の

で

、

３

日

間

で

約

３

０

０

人

が

参

加

し

た

。

　

国

税

専

門

官

試

験

受

験

者

を

対

象

と

し

た

も

の

で

、

国

税

専

門

官

の

業

務

内

容

の

説

明

、

税

務

調

査

の

基

礎

知

識

（

調

査

の

流

れ

・

所

得

の

考

え

方

等

）

の

研

修

な

ど

を

受

講

後

、

模

擬

調

査

で

、

非

違

事

項

の

指

摘

体

験

を

行

っ

た

ほ

か

、

先

輩

職

員

と

の

座

談

会

な

ど

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

参

加

し

た

学

生

か

ら

は

、

「

父

親

が

国

税

局

勤

務

で

昔

か

ら

仕

事

内

容

へ

の

関

心

が

あ

り

今

回

参

加

を

決

め

た

。

実

務

理

解

が

進

路

決

定

に

役

立

つ

と

思

っ

た

」

「

事

実

関

係

の

違

い

を

見

つ

け

、

相

手

に

理

解

・

認

識

さ

せ

る

た

め

の

説

明

の

難

し

さ

を

体

感

し

た

」

な

ど

の

感

想

が

聞

か

れ

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

青

年

部

会

（

三

寺

健

吾

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

㈱

遊

鶴

の

代

表

取

締

役

で

札

幌

南

法

人

会

副

会

長

の

橋

本

毅

氏

を

講

師

に

迎

え

「

法

人

会

と

は

？

青

年

部

会

の

歩

み

」

と

題

し

て

講

演

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

青

年

部

会

で

は

、

新

入

会

の

部

会

員

も

多

い

こ

と

か

ら

法

人

会

自

体

の

組

織

や

活

動

内

容

を

認

識

し

て

い

な

い

部

会

員

も

多

く

、

な

ぜ

租

税

教

育

活

動

に

取

り

組

ん

で

い

る

の

か

、

財

政

健

全

化

の

た

め

の

健

康

経

営

を

推

進

す

る

意

味

が

わ

か

ら

な

い

と

の

声

が

あ

り

、

青

年

部

会

で

租

税

教

育

活

動

が

始

ま

っ

た

当

時

の

青

年

部

会

長

で

現

在

親

会

の

副

会

長

で

も

あ

る

橋

本

氏

に

講

演

会

を

依

頼

し

た

。

　

法

人

会

の

基

本

的

な

組

織

の

話

に

始

ま

り

、

手

探

り

で

開

始

し

た

租

税

教

室

や

税

の

川

柳

の

募

集

、

社

会

貢

献

で

行

っ

て

い

た

少

年

サ

ッ

カ

ー

大

会

と

税

金

ク

イ

ズ

大

会

の

融

合

等

、

当

時

の

思

い

出

話

の

ほ

か

、

自

社

の

屋

号

変

更

の

事

情

や

Ｍ

＆

Ａ

の

話

な

ど

、

経

営

者

と

し

て

の

判

断

に

つ

い

て

ま

で

及

ぶ

講

演

会

と

な

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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